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内部統制システムに関する基本方針（改定：2026年 3月 25日付） 

 

【内部統制システムに関する基本的な考え方】 

当社は、法令・定款に従い、業務の適正を確保するための内部統制システムを整備・運用する。内部統制強化

のために内部統制委員会を設置し、委員長は CFO（Chief Financial Officer）と CCO（Chief Compliance Officer）

を兼務する。同委員会が社内の調整・意見集約を行い、期末又は必要と判断した時点で、社長に対して内部統

制に関する改善等の提言を行う。社長は経営諮問会議を経てその提言を検討・承認し、取締役会が内部統制シ

ステムについて決定する。 

 

【内部統制システムの整備状況の概要】 

１．法令・定款遵守体制（法令及び定款に適合することを確保するための体制） 

(1) 当社は、国内外の法令及び定款を遵守し企業倫理に則った業務遂行を行うことを最優先事項と位置付け、

パーパス、ミッション及び千代田グループ行動規範に従って事業活動を行う。加えて、持続的な成長と中長

期的な企業価値に資することを目的とし、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び基

本方針を定めるコーポレートガバナンス・ポリシーを制定し、企業活動の基本とするとともに実践に努める。

取締役は自ら率先して範を示し、取締役会は取締役の職務執行の法令等遵守について監督を行う。 

(2) 法令・定款遵守体制の強化を図るために、CCO 及びコンプライアンス委員会を設置する。また、関連規程

及びマニュアルの制定並びにこれらの適切な運用に関するモニタリング・各種研修の実施・関係情報の提

供等を通じて役職員の意識徹底を図るほか、内部通報制度を整備しコンプライアンスの実効性を高める。

なお、内部通報においては、窓口担当者の守秘義務を徹底し、通報・相談したことを理由とした相談者又は

通報者に対する不利益な取扱いを禁止する。 

(3) 取締役会は、その意思決定の過程において、法律問題や経営判断手続などについて必要に応じて顧問弁

護士等に確認を取り、客観性と透明性を高める。 

(4) 内部監査部門は、各部門における法令・定款・社内規程等の遵守の状況について監査を実施し、取締役会

に報告する。 

(5) 当社は、反社会的勢力には毅然と対峙し利益供与は行わない。反社会的勢力から不当な要求を受けた場

合、警察や顧問弁護士等の外部専門機関とも連携して組織的に対応する。 

 

２． 情報保存管理体制 

(1) 当社は、取締役の職務の執行に係る情報の取り扱いに関し、文書管理・秘密情報管理に係る社内規程に

より対象文書・管理責任者・保存期間など基本的事項を定め、適切に保存及び管理を行う。 

(2) 取締役会や経営諮問会議等の重要な会議については、法令・定款・社内規程等に基づいて議事録を作成

の上、適切に保存及び管理を行う。 

 

３．損失危険管理体制 

(1) 当社は、全社的リスク管理を所掌する恒常本部の長が社内規程及び各種マニュアルに基づき、リスクの類

型に応じ、管掌するチーフ・オフィサー、本部長と協働して管理体制を構築する。 

(2) 当社事業の中核であるプロジェクト案件の受注・遂行においては、当社の財務規模及び人員数を念頭に置

いた受注戦略の下で、案件の萌芽期から完了に至るまで一気通貫したプロジェクトリスク管理を行う恒常部

門を設置し、テイクアップ前の段階からのリスク審議、見積方針及びプロポーザル等の各段階における検

討を行う。プロジェクト案件の遂行面については、複線的な報告ラインの整備、事業本部の自律したリスク

マネジメントの強化と関係部門との連携強化、損益やリスク状況を頻度高く可視化する仕組みの導入等を

通じ、遂行支援と内部牽制の両輪にて経営補佐とプロジェクト支援にあたる。 

(3) 全社のリスクのうち危機管理を統括する恒常部門を設置し、各部門に配置するリスクマネジャーが実施す

る活動を一元的に統括する。当該リスク統括部門は、関連情報の提供や注意喚起などにより恒常的な予

防・管理活動を行う一方、危機が発生した場合の事務局機能を担い有事の際の対応にあたる。 
 



2 

４．効率性確保体制 

(1) 取締役会は、全社的な経営方針や重要な業務執行に関する意思決定を行い、具体的な経営計画を策定し

経営目標の達成にあたる。また、業務執行に関する意思決定を迅速に行うため、法令・定款等に抵触しな

い範囲でその権限の一部を社長に委譲し、職務執行の効率性を確保する。加えて、事業部門間の横串を

通す組織として委員会を設置し、マトリックス経営による効率化を図る。具体的には、ガバナンス強化のた

めに、内部統制委員会、コンプライアンス委員会、SQEIマネジメント委員会、サステナビリティ委員会を設置

し、取締役会が各委員会の委員長を指名することとする。また、事業戦略や全社資源配分の強化のために、

統合戦略委員会、プロジェクト競争力強化委員会、人財開発委員会を設置し、社長が各委員会の委員長を

指名することとする。 

(2) 経営目標の効率的な達成に資するよう、業務分掌及び職務権限に係る社内規程に基づき、柔軟な組織編

成及び職務権限の明確化と委譲を行う。 

(3) 全社的な業務効率化を図るため、社内諸規程を体系的に整備するとともにその適正な運用・管理を行い、

また情報システムの積極活用による効率的な情報共有・分析を行う。 

 

５．企業集団内部統制体制 

(1) 当社グループは、パーパス、ミッション及び千代田グループ行動規範によりグループの全役職員が共有す

べき価値観を明確にし、当社とグループ会社双方が緊密な連携を保ちながら業務を行う。 

(2) 当社は、当社グループとしての業務の適正及び効率性を確保するための社内規程を整備すると共に、グ

ループ会社ごとに主管本部を定め、グループ会社の管理・監督にあたる。また、グループ経営に関する企

画・立案・統制・指導を行う恒常部門を設置する。 

(3) グループ会社は、当社と統一的な考え方に基づき、当社への適時・適切な情報の報告体制及び内部通報

制度を含め、当社と整合的な内部統制体制を構築する。具体的には、法令・定款遵守に関してはグループ

各社からの委員をメンバーとするグループ会社コンプライアンス連絡会を設置してグループとしての情報共

有を図る。グループ会社のリスク管理・危機管理についても当社の体制に沿った展開を図る。また、グルー

プ会社の内部監査は当社の内部監査部門が行う。 

(4) 主要なグループ会社について、当社の監査等委員が監査役を兼務し必要に応じて適切な調査が行える体

制とする。 

 

６．監査等委員会監査の実効性確保体制 

(1) 監査等委員会の監査活動の充実を図るため監査等委員会の職務遂行を補助する専任職員を置く。 

(2) 当該職員の独立性確保及び当該職員への指示の実効性確保のため、監査等委員会補助職員の人事考

課は監査等委員会が行い、その異動については監査等委員会の事前の同意を必要とし、当該職員は当社

の業務遂行に係る役職を兼務しない。 

 

７．監査等委員会報告体制 

(1) 役職員は、監査等委員会の求めに応じて、内部統制に関係する自らの活動について、定期的にまたは重

要事項発生の都度、監査等委員会に報告する。当社は、監査等委員会に報告を行った役職員に対して、

当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。 

(2) 代表取締役及び会長は、監査等委員会の監査の実効性を確保するため、監査等委員会と定期的に会合

を持ち、役職員から監査等委員会への報告状況等について意見交換を行い、また監査等委員会より経営

諮問会議等の重要会議への監査等委員の陪席を求められた場合はこれに応じる。 

(3) 監査等委員会は、グループ会社からの報告の実効性を確保するため、主要なグループ会社の監査役と定

期的に会合を持ち、企業集団の内部統制体制について意見交換及び情報共有を行う。 

(4) 監査等委員会が、独自の外部専門家を監査等委員の監査のために起用することを求めた場合、当社は、

当該監査等委員の職務に明らかに必要でないと証明された場合を除き、その費用を負担する。 
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８．財務報告の適正性確保体制 

(1) 当社は、主要なグループ会社とともに、金融商品取引法で求められる財務報告の適正性を確保するため、

業務ルールの文書化等所要の内部統制体制を整備・運用する。新たなリスクが認識された場合や当該体

制に不具合や不備が発見された場合には、速やかに改善を図る。 

(2) 当社は、日常の業務監査等を通じて各部門における統制活動の実態を把握・検証し、グループ全体に亘る

財務報告に係る内部統制機能の実効性を確保するため、独立性の高い内部監査部門を設置する。 

 

以上 


